
船舶インシデント調査報告書 

令和６年２月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（燃料供給不能） 

発生日時 令和５年７月３０日 １０時００分ごろ 

発生場所 長崎県大村市箕
み

島（長崎空港）東方沖 

長崎空港飛行場灯台から真方位０１０°１,４５０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５５.２′ 東経１２９°５５.１′） 

インシデントの概要  プレジャーボートMIA
ミ ア

Ⅱは、漂泊中、船外機の運転ができなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和５年８月８日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート MIAⅡ、５トン未満（長さ６.２７ｍ） 

 ２９２－３１５８９長崎、個人所有 

ガソリン機関、船外機、４サイクル、出力７９.４０kＷ、回転数毎

分５,２５０、４気筒、ボア９０.０㎜、使用燃料ガソリン、機関製

造年月日不詳、平成元年４月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期、潮流 微弱な北西流 

 インシデントの経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人３人を乗せ、大村市の定係地

を出航して釣り場に到着後、漂泊して釣りと潮上りを繰り返した。 

船長は、釣りを終えて、帰航のため船外機を始動しようとしたとこ

ろ、セルモータは回るが船外機が始動せず、バッテリ及び燃料に異状

は認められず、航行不能と判断して１１８番通報を行って救助を要請

した。 

本船は、来援した巡視艇にえい
．．

航されて定係地に戻った。 

本船は、本インシデント後、整備業者によって点検が行われた結

果、ゴム製燃料油ホース（以下「本件ホース」という。）に生じた亀

裂から空気が混入し、燃料油を船外機に供給できない状態になってい

たことが判明した。 

船長は、本船を平成元年１月に新造船で購入後、毎年１～２回程

度、整備業者に依頼して船外機及び電気系統の点検を行っており、平

成３０年１０月に船外機を換装した際に本件ホースも新替えしてい

た。 

船長は、本インシデント当日、出航前に船体及び船外機の点検を行

っていたが、本件ホースに亀裂が生じていることに気付かず、出航前



点検が十分ではなかったと本インシデント後に思った。 

整備業者によれば、本件ホースの亀裂は、経年劣化により生じたも

のと考えられ、確認が困難な場所に生じていた。 

分析 本船は、漂泊中、経年劣化によりゴム製燃料油ホースに生じた亀裂

から空気が混入したことから、燃料油の供給が阻害され、船外機が停

止して運航不能となったものと推定される。 

原因 本インシデントは、本船が、漂泊中、経年劣化によりゴム製燃料油

ホースに生じた亀裂から空気が混入したため、燃料油の供給が阻害さ

れ、船外機が停止したことにより発生したものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、ゴム製燃料油ホースに亀裂等の劣化がないか入念に点検

するとともに、確認が困難な場所に不具合が発生する可能性を考

慮して、定期的に専門業者に整備を依頼すること。 

 


